
町民まつり
「つきたてのおもち、おいしいね」
14年ぶりに復活した町民まつり地域
グルメフェスタでは、地元の食材や特
産品が販売され、多くの町民でにぎわ
いました。

第92号　平成25（2013）年　10月号

主な内容……９月定例会・常任委員会・一般質問

●まちの人口　９月30日現在　総数 6,985人  男 3,296人  女 3,689人  世帯数 2,588世帯　●発行年月日 平成25年10月31日



平成24年度　決算　認定

みささこども園の建設が大きな出来事
税金・使用料・水道料金などの滞納額が多額

町税
14％

町債
14％

その他の収入
9％

譲与税・交付金
2％

地方交付税
42％

県支出金
13％

国庫支出金
4％

使用料及び手数料
1％ 分担金及び負担金

1％

収入　52億5,800万円

人件費
17％

普通建設費
17％

繰出金
11％

公債費
11％

物件費
11％

維持補修費
1％

扶助費
9％

補助費等
11％

災害復旧費
2％

投資・出資・貸付金
3％

積立金
7％

支出　51億8,600万円

一般会計決算審査特別委員会に出された事項

監査委員の主な審査結果
　町税、保育所の保育料、町営住宅使用料（いわゆる家賃）、国民健康保険税、及び上下水道料金の収
入未済額（滞納額）が多額になっており、これらの縮小、解消に向けた取り組みを講ずる必要がある。
　また、国民宿舎の経営は、今後の動向次第では町財政にも大きな影響を与えることにもなる。温泉地
観光を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、一層の経営改善に向けた努力を望むものであると
同様に町全体でこの施設を守るという取り組みが必要である。

　　　　　　　　　　　　賛成討論（趣旨） 吉田文夫　議員　　　

　平成24年度の一般会計決算を見ますと、実質収支は約7,000万円の黒字で、単年度でも2,400万円の
黒字であり、なおかつ財政諸指標は上向いています。健全な財政運営がなされたものと認識いたします。
具体的な事業内容を見ますと、なんと言っても多くの町民や子ども達が待っていた「みささこども園」
が完成し、子育ての拠点が整備されたことです。そして国内外との交流が促進され、児童福祉も充実し
ていました。以上　賛成討論とします。

１．ブランナールみささについて

２．三徳山の世界遺産登録運動について

３．定住対策について

４．町営住宅の今後のあり方について

５．ふるさと健康むらの管理について

６．�地域自主活動支援交付金のあり方について

７．キュリー祭補助金について

８．�決算を終えて、当初予算の提案説明で４つ
のキーワード「はたらく」「すむ」「かか
わる」「つなげる」の施策の成果は？

９．�税を含めその他の料金の滞納処理は適正か？

10．�三朝町公共的施設の耐震化の考えは？

　　みささ議会だより　平成25年（2013）10月②



　５名の議員で構成される、一般会計決算審査特

別委員会での指摘と町長の答弁。

「ブランナールみささ」について
　議会では「現在の売り上げでは、経営として厳

しいのではないか。」と指摘。これについて町長は、

「ブランナールみささの経営は、決して良いとは言

えないが、着実に借金を減らしている。」と答弁。

　確かにそうではあるが、現在、ブランナール建

設時の借入金返済のため、一般会計から、毎年4,500

万円の出資金を出している状態。この出資金の期

限が、今年度で切れるのである。ブランナール建

設時の借入金は、町が責任を持って返済すべきも

のである。そのことは、議会として認識をしている。

　公営として営業していくためには、今後の売上

をさらに上げていくことが必要である。

　町長は「三朝温泉の牽引役として、しっかりと

運営していきたい。」と締めくくった。

「三徳山世界遺産登録運動」について
　議会では、「方向転換すべきではないか。」と指摘。

これについて、町長は「現在も着実に調査を続け

ている。三徳山は貴重な文化遺産であり、鳥取県

においても推進している。」と答弁。

　しかし、現在の三徳山は「カ
※

テゴリーⅡ」に分

類され、世界文化遺産特別委員会に「文化財の保

存と活用を考え、町づくりや地域づくりに生かす

ことが望ましい。」と指摘されている。また、県の

予算が投入されているとはいえ、町の年間予算20

万円で、はたして何処まで出来るのか。また、世

界遺産の大前提は「顕著に普遍的な価値を有して

いる。」事が求められているが、三徳山において、

世界に通じる普遍的な価値が見つかるとは考えら

れない。と指摘。

　町長は、「現在、三徳山世界遺産推進運動は、鳥

取県の指導下にあり、最終的な判断は県知事との

協議になる。」と答弁した。

　　一般会計決算審査特別委員

　　　　　委 員 長　　杉原　憲靖

　　　　　副委員長　　福田　茂樹

　　　　　委　　員　　山田　道治

　　　　　委　　員　　清水　成眞

　　　　　委　　員　　遠藤勝太郎

町
長
答
弁

一般会計決算審査特別委員会

「ブランナールみささは当面このまま継続」
「三徳山の世界遺産登録運動」県との協議

※�我が国の世界遺産登録には３段階あり、一番可能性の高
い「世界遺産暫定一覧表の文化資産」、次に「世界遺産
暫定一覧表候補の文化資産」、さらに世界遺産暫定一覧
表候補の文化資産は「カテゴリーⅠ」、「カテゴリーⅡ」
と分類される。

　③



9月定例会における
常任委員会での審議

９月定例議会

農林課
○三朝米特産化事業について（220万円）
（委員�）　行政としてブランド化したいという流れが見えて

いないのでは。
（回答�）　三朝米を全国的に通用するブランドとして育成す

るため、日本穀物検定協会が実施する食味ランキング
において特 Aの取得を
目指すこととし、栽培技
術の向上や PR 活動、特
別栽培米生産奨励金の交
付など、より農家の生産
意欲の向上、栽培努力を
促した。

○松くい虫駆除対策費（990万円）
（委員�）　効果が見えにくいのでは。
（回答�）　空中散布及び衛生伐の事業の実施は、松林に県の

指定が必要。ヘリコプターによる防除は「守るべき松
林」でも最上位に位置付けられている。目につきやす
いところは、空中散布ができない場所が多く、また、
守るべき松林に指定されていない場所もあるため。

建設水道課
○大規模林道用地取得事業（100万円）　
　町が買収する用地及び立木の補償などに対し、鳥取県と
用地事務委託契約を締結し、事業を進めた。
（委員�）　この大規模林道は平成27年完成予定だが、進捗状

況は。
（回答�）　事業（小河内～曹源寺）の実施状況は、計画延長

7,200ｍ、完成延長4,363ｍ、未成延長2,837ｍ。
○除雪経費（470万円）
　降雪時の通行確保のため、町所有除雪機６台・歩道除雪
機５台による除雪作業を行った。
（委員�）　除雪は、今職員で対応しているが、外部委託は考

えないか。
（回答�）　オペレーターは18人で、経費的に見て、職員で回

す方がいいと考えている。
○�三朝町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算（3,100万円）
　簡易水道施設の管理を適正に行い、安全で安心できる水
道水の提供に努めた。

産業民生常任委員会
委員会における主な質疑

　今回の、「議員定数削減を求める陳情」につい
ては、６月定例議会に「三徳地域協議会」「竹田
地域協議会」「政策塾みささ」の３団体より、そ
れぞれ提出されたものである。
　３件の陳情の趣旨は、「議員定数の削減」を求
めるものであり、理由は様々であったが、人口比
率の問題、財政の問題などであった。
　６月定例議会において、この３件の陳情につ
いては、「議会運営委員会」に付託され、協議さ
れることとなった。６月定例議会では、あまりに
も時間がなく「継続審査」ということで閉会し、
閉会中においても、調査研究する事とした。
　９月議会にいたるまでの間、財政課長から三
朝町の財政状態の研修や、10名で議会を構成し
ている「若桜町」、また、この度の選挙で議員定
数を減らした「湯梨浜町」の視察研修を行った。
　９月定例議会において、この３件の陳情につ
いて、審査し「趣旨採択」とした。

趣旨採択の理由は、次の通り。
（趣旨採択の理由）
　当議会より少ない定数である若桜町、先般、
議員定数の削減をして議員選挙が行われた湯梨
浜町の両議会への視察、並びに町財政状況の見
通しなどの調査を行い慎重審査した。
　人口が減少していく現状における議員定数の
見直しについては、先の議会報告会でも話題に
なり、この陳情の趣旨は理解できる。また、議会
としても先回の町議会議員選挙において無投票
であったことなどを考慮すると、議員定数の問
題は当然に議論すべき問題であると認識してお
り、委員の中にも削減すべきという意見があった。
しかしながら、この問題は議会運営にも影響を
及ぼすこと、また広く町民にも意見を聞くことが
必要など、時間をかけて検討すべきという意見
が多数であったことから趣旨採択と決定した。

議員定数削減を
求める陳情　３件　「趣旨採択」

議員定数条例は、
変更なし。
定数は12名。

三朝米のブランド化は

　　みささ議会だより　平成25年（2013）10月④



９月定例議会

（委員�）　過疎化という事で、使用料が下がる傾向にあ
るが、維持していくことが可能か。

（回答�）　基本的には一般会計から元金部分の繰入（700
万円）をして、あとは使用料で回している。料金の
アップは考えていない。

農業委員会
○農地制度実施円滑化事業（150万円）
（委員�）　遊休農地44.6haのうち基盤整備田が30.7haあ

る。三朝町として守るべき農地として荒廃とならな
いよう、農林課とタイアップして対策を講じること。

町民課
○�放課後児童対策費　西小（750万円）、東小（450万円）、
南小（400万円）
　西小では直営、東小は三徳地域協議会、南小は竹田
地域協議会に運営委託し、地域に密着した子育て支援
を実施した。

企画観光課
○ふるさと健康むら指定管理料（350万円）
（委員�）　平成24年度の陶芸・織物工房利用者は766人。

非常に少ない利用者となっているのに加えて、
施設にかなりの老朽化が見られる。温泉街再生
計画とからめて考えるべき。

○キュリー祭開催補助金（200万円）
（委員�）　祭りがマンネリ化しているのでは。もう少し

お客さんが来る工夫が必要。

ブランナールみささ

（委員�）　平成24年度は、休憩利用者前年対比8,260人
減、宿泊者1,198人減となっている。非常に厳し
い数字となっている。さらに町民を巻き込んで、
共に支えていく事が必要と思われる。ここが正念
場と考え、より一層の努力を求めるものである。

税務課
（委員�）　滞納者の住所が分からない場合どうしているか。
（回答�）　本籍等を調べ、当該自治体に照会している。

今まで親戚等への臨宅では「ノータッチ的」なこ
とが多い、一般に住所不定の方等になっている。

危機管理課
（委員�）　マイクロバスの使用について、使用料はかか

らないが、使用料をもらうといったことは考え
ているか。

（回答�）　来年度からについて、予算の段階で検討して
いきたい。

（委員�）　集落で研修旅行に出たいというのは対象にな
らないか。

（回答�）　目的外使用については認めておりません。

（委員�）　防犯灯の設置補助についてだが、上限30,000
円でたりるのか。

（回答�）　今だったら30,000円あればだいたいできます。

（委員�）　空き家管理条例案（今議会には、上程せず）に
ついて、代執行（空家の解体）という事になる
と持ち主から執行に要した経費を徴収しなけれ
ばならないのでは。それと補助金との兼ね合い
はどのように考えているか。

（回答�）　補助金は、まず審議会を経て代執行に持って
いくか、否かという判断をしていく事になります。

（委員�）　管理する者がいて解体について、補助する事
は良いが、管理する者がいないという条件では、
解体しても、誰も費用負担しないのでは困るの
ではないか。

（回答�）　解体が進まない要因の一つに土地に建物を建
てると固定資産税が６分の１に軽減されます。
建物が無くなると、現状から固定資産税が６倍
になってしまうということがあって、なかなか
進まないという実態があります。

教育総務課
（委員�）　中学校の監視カメラ設置は良いが、小学校も

同等に考え設置すべきではないか。
（回答�）　小学校の校長より、現在の状況判断で「必要

ない」との報告を受けています。

健康福祉課
（委員�）　ドックの受診率を上げることが若者の死亡率

を抑えることができると思うが。
（回答�）　町報と行政無線で広報しているが、別の方法

でも考えていかなければと思います。

総務教育常任委員会

防犯灯の LED 化

　⑤



三朝町の明日に期待

横木
　�　平成23・24年度と連続して
日本穀物検定協会が実施する
食味ランキングに参考品種な
がら最高ランクの特Ａを取得
した。このことは中国・四国
管内では初めての快挙であ
り、今後本ランキングで特Ａ
を取得することが望まれると
ころであるが、日本穀物検定
協会の選定基準である1,500ha
を満たし、本ランキングで特
Ａを取得する方策はどうか。

町長
　�　鳥取県産米販売戦略会議に
おいて、今年度「きぬむすめ」
については、販売戦略上県全
体で販売促進に取り組むこ
と、また、食味ランキングに
ついては、参考出品でなく鳥
取県全体で取り組むという方
針が示された。

　�　具体的には、今年度県下の
コメの作付面積は「ひとめぼ
れ」4,683ha、「コシヒカリ」
6,658ha、「きぬむすめ」1,412ha

となっており、東部は「ひと
めぼれ」西部は「コシヒカリ」
中部は「きぬむすめ」と日本
穀物検定協会の食味ランキン
グに出品することになった。
中部を代表して三朝町内産の
「きぬむすめ」が出品されるこ
とになる。

横木文雄議員

米
づ
く
り

答 ��中部全体で面積を確保し、町内産「きぬ
むすめ」を出品する

問 ��「きぬむすめ」の特Ａ取得後の対応策は

横木
　�　本町に津波が押し寄せる心配はな
いとされているが、町内の要所に標
高標識を設置することは、町民の意
識と品種選定等農業振興に有効活用
できるのではないか。

町長
　�　標高標識を町内に設置すること
は、危機管理上必要性はあまりない
と考える。しかし、農業や観光振興
の観点から必要に応じて町内各所に
標高がわかるようにすることは、一
定の効果があるので検討を加える。

災
害
関
連

答 ��町報で情報提供す
る、観光客に安心
感を与える観点で
検討する

問 ��町内の要所に標高
標識を設置するこ
とはどうか

横木
　�　先般開催した議会報告会で川に鮎がいないことが話題に
なった。
　　　①集落排水の放流水の影響
　　　②国県道路に散布される融雪剤の影響
　　　③河川改良による河床の変容
　�　などの課題が出たが結論のないまま終わった。この現実
を行政としてどう対処するのか。

町長
　①集落排水については調査の結果問題はない。
　②融雪剤は冬期間なので影響はない。
　③�県の栽培漁業センターの調査によると、天神川のアユの

遡上数は、平成24年度は約15万５千匹で年ごとに変動し
ている。自然豊かな本町にとりまして天然アユが減少し
ていることは誠に残念なことであり、県等に対してその
原因の究明、その対策等について要望する。

河
川
環
境

答 ��県に対し、原因の究明、対策に対し
て要望する

問 ��川に鮎がいない、その原因は

　　みささ議会だより　平成25年（2013）10月⑥



５人の議員が一般質問

清水
　�　調理センターは、給食セン
ターと考えられるので、設置条
例を制定すべきではないのか。
教育長
　�　調理センターの建設時に同
施設を公の施設として設置条
例を制定することも検討した
が、この施設が住民の利用に
供する施設には当たらないと
考えられたため、条例を制定
せず行政財産として整理する
こととした。
清水
　�　近年、学校給食の調理業務
を民間委託される市町村も増
えている中、三朝町調理セン

ターも民間委託を検討すべき
ではないか。
教育長
　�　教育委員会においても継続
して協議してきたが、学校給
食は本町の教育事業の極めて
重要な一分野を占めており、
可能な限り直営が望ましいこ
と、また、財政面においても
職員構成の面から民営化によ
る合理化は難しく、引き続き
直営においての運営が望まし
いという方向を教育委員会で
確認している。

清水
　�　民間委託について、最近
では鳥取市が９つの給食セン

ターのすべてを民間委託にし
た。民間委託にすべきメリッ
ト大きかったということであ
る。行政がすべきことを、しっ
かりやれば調理だけは、民間
で出来るということで推進し
ている。
教育長
　�　町の責任で、実施するという
ことで問題ないと考えている。

清水成眞議員

調
理
セ
ン
タ
ー

答 ��公の施設とせず、行政財産として整理し
ている

問 ��設置条例を制定すべきではないか

清水
　�　三朝町において各学校で給
食費の集金方法が統一されな
いようであるが、ある学校で
は保護者が集金されているよ
うである。保護者の集金業務
の負担等について教育委員会
は把握されているか。
教育長
　�　小・中学校 PTA�、調理セ
ンター、教育委員会その他の
代表で組織している学校給食
会の取り決めで行われてきて
おり、教育委員会が集金方法
の指示をしてきた経緯はあり
ません。�

清水
　�　給食費の未納が出た場合の
対応はどうなっているのか。
教育長
　�　未納が４件、金額が25万程
度ありますが、引き続き支払
いをしていただくよう、各学
校の学校給食会の事務、及び
学校給食会全体の事務を行う
調理センターにおいて徴収事
務を行っている。

清水
　�　朝食を欠食した児童生徒に
対する学校の対応は。
教育長
　�　朝食を食べる人を100パーセ
ントにすることについて目標

を設定している。町あげて取
り組む課題として、推進して
いかなければならないと考え
ている。
清水
　�　2011年に、相生市が給食費
無料化に踏み切った。子育て
支援を含め定住対策にも妙手
ということで、全国的にも注
目されている。思い切って学
校給食費を無料化にしたらど
うか。
教育長
　�　無料化の移行は、今のとこ
ろ考えていない。今後も、給
食費については保護者から徴
収させていただきたい。

給
　
食 答 ��当面は現在の集金方法でやっていきたい

問 ��給食費を公会計化してはどうか
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三朝町の明日に期待

山田
　�　三徳山の世界遺産登録運動
は平成13年に始まり、既に10
年が経過している。その中で
平成18年に提案したものは継
続審議案件となり、平成19年
の再提案ではカテゴリーⅡに
分類されるという結果であっ
た。文化庁文化審議会の世界
文化遺産特別委員会はカテゴ
リーⅡの評価を「顕著な普遍
的価値を証明するのは難しい
と考えられる。今後、文化財
の保存と活用を考え、まちづ
くりや地域づくりに生かすこ
とが望ましい」と言っている。
　�　国内で文化財としての高い
評価があっても、世界遺産の
評価は全く別である。国際記
念物遺跡会議（ＩＣＯＭＯＳ
　イコモス）や世界遺産委員
会の審査傾向は、世界遺産の
信頼性を保つためにより厳格
なものを求め、あわせて管理
可能な規模とするために抑制
する傾向にある。
　�　今年６月に富士山が日本で
1
※１

3番目の世界遺産として認め
られたが、国内暫定リストに
は、古都鎌倉をはじめ1

※２

3件が
記載を待っている。その後ろ
にはカテゴリーⅠのグループ
が待っている。その後ろにカ
テゴリーⅡの三徳山がある。
証明は難しいと言われるが、
世界的・国際的観点からの普
遍的価値の証明のために毎年
発掘調査が行われている。そ

して町民の機運の醸成も計画
されているが、長期間になる
と機運も薄れる。

　�　また、平成19年から世界遺
産登録推進事業が町から県に
移ったが、事業費も年々減少
している。

　�　以上のような状況からすれ
ば、三朝町は世界遺産登録運
動を一度立ち止まって考える
時期ではないかと思うが、町
長の考えを伺う。

町長
　�　世界遺産登録には普遍的価
値の証明が必要であり、構成
資産の検討が指摘されている
が、引き続き調査活動と情報
発信を続けたい。

山田
　�　発掘調査によって何が出れ
ば普遍的価値の証明になるの
か。また、発掘調査を何年やっ
てもローカルな資産しか出て
こないと思う。

町長
　�　県の指導で進めているの
で、指示をいただき調査等を
進める努力はしていかねばな
らない。

山田
　�　イコモスからユネスコへの
「記載勧告」は50%を切ってい
る。暫定リストの13件、その
後カテゴリーⅠ、Ⅱがある。

毎年１件ずつ世界遺産になっ
ても、半世紀近くかかる。２
年に１つずつなっていけば１
世紀はかかる。
　�　三徳山には国県町の重要な
文化財があり、大切にせねば
ならないことは誰もが分かっ
ている。
　�　文化庁文化審議会の特別委
員会の指摘どおり、まちづくり
や地域づくりに生かすために、
世界遺産登録運動を立ち止まっ
て考えるべきだと考える。

※１　�富士山は、世界文化遺産として日本
で13番目に、世界自然遺産を含め
た全体では17番目に登録された。

※２　�富士山登録後は、国内暫定リストに
12件登録されている。

山田道治議員

世
界
遺
産 答 ��調査と情報発信を続ける

問 ��世界遺産登録運動は立ち止まって
考えるべき

三徳山
イメージキャラクター

「みとちゃん」

　　みささ議会だより　平成25年（2013）10月⑧



５人の議員が一般質問

杉原
　�　ライフスタイルの多様化や少
子高齢化により、若者の働き方
や暮らし方が変化し、若者が本
来望んでいるワークライフスタ
イルが崩れている。一般的とさ
れてきた日本の社会システムに
ついても、実態との間にずれが
生じている。今後、政策課題と
して取り組む必要があると思う。
　�　また、仕事や子育て等に関す
る行政サービスについて利用し
たことのある割合は、ハローワー
クが圧倒的に高かった一方で、
仕事や生活での悩み事の相談相
手では、行政機関は低い状態で
ある。本町での相談窓口業務は、
十分に機能しているのか。

町長
　�　全国的に若者の社会的、経済

的自立の遅れが大きな社会問題
となっている。こうしたことから、
平成22年４月に子ども・若者育
成支援推進法が施行され、教育、
福祉、雇用等の関連分野におい
て、子ども、若者への支援を連
携して行うことが定められた。
　�　本町においては、将来を担う
子どもや若者は地域の宝である
という方針のもとに、若者の生
活や仕事、子育てなどといった
相談には役場の各関係課等が連
携をとりながら行っており、子
育ての相談窓口として、三朝町
子育て支援センターが大きな役
割を果たしている。
杉原
　�　学童保育を含めた子育て支援、
若者支援策の見直しと充実を図
るべきと提言するがどうか。

町長
　�　今年度保護者の方に今後の利
用希望や子育てに関する要望な
どについてアンケート調査を行う
よう予定している。来年度にはこ
のアンケート結果を踏まえ、本町
における子ども・子育て支援計画
を策定することとしている。
　�　今後国の動向も見ながら子育
て世代に過度の負担がかからな
いよう配慮した計画となるよう
努めていきたいと思う。

杉原憲靖議員

福
　
祉

答 ��子育て世代に過度の負担がかからないよ
う配慮した支援計画を策定したいと考え
ている

問 ��若者支援策の充実を図れ

杉原
　�　アベノミクス効果で、日本
経済は少しずつ明るさを取り
戻す方向へと転換しようとし
ているが、現実は大企業を中
心としたもので、地方経済の
現実は変化が無いのが実態で
はないかと認識している。
　�　町内企業の雇用状況が活発
になり、消費活動が積極的に
なることが求められている。
本町の雇用の実態は改善の方
向であるのか、また対案策は
どうか。私は、新たに起業を
促進する施策が必要であると
提言する。

　�　また、以前、町商工会が、消
費拡大のために実施したプレ
ミアム商品券の発行等は、そ
れなりの効果があったと思う。
　�　年に１回程度継続して実施
する方向で検討してはどうか。
町長
　�　町内での就業機会が限られ
ている本町においては、近隣
市町を通勤圏として捉え、近
隣市町とも十分に連携を図り
ながら雇用対策を進めていき
たい。
　�　起業を促進するための施策
については、現在でも例えばキ
ラリと光る町づくり支援交付金

で町商品の開発や起業に係る
経費について支援しているが、
今後起業を促進していくうえで
どのような支援が必要なのか、
町商工会とも連携を図りながら
検討していきたい。
　�　プレミアム商品券について
は、町内の消費拡大を図るた
め、一昨年、町商工会が発行
され、一定の効果があったと
認識している。プレミアム商
品券の発行を含めて消費拡大
策としてどのような対策がい
いのか、町商工会と十分協議
させていただく。

経
　
済

答 ��どのような支援策が必要なのか、町商工会等とも十分に連携を図りな
がら検討していきたい

問 ��起業の促進で雇用の拡充を
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三朝町の明日に期待

知久馬
　�　来年が開湯850年というこ
とで、今年から３年間いろい
ろな事業が計画された。その
一つとして、７月27日、８月
３日、８月10日の３日間、午
後７時30分から午後10時まで
温泉街が歩行者天国となり、
仮店舗が20店出された。
　�　この３日間は非常ににぎや
かであった。そのイベントが終
わった時点で、通行客もさっぱ
りなくなった。商店街の活気を
取り戻す方策はないものか。

町長
　�　三朝温泉開湯850年事業
オープニングセレモニー、そ
して、８月３日、８月10日の
土曜日の夜に、温泉通りを歩
行者天国として行った夏祭り
は、地元の皆様をはじめ多く
の観光客でにぎわった。温泉
街はさながら全盛期の三朝温
泉をほうふつさせる雰囲気で
あった。
　�　この夏祭りは、もともと平成
22年からお薬師広場周辺の５
つの旅館の皆さんが、縁日を
開催されていたので、まずこの
縁日を拡大して、温泉街ににぎ
わいを演出してはとの提案を受
け、地元関係者の皆さんが各
旅館や関係団体、さらには地域
協議会の皆さま等に呼びかけら
れ実現した。
　�　この度の取り組みが行政発
案ではなく、地元関係者の皆

さんの呼びかけに多くの関係
者の方々が賛同し実施され、
今後、三朝温泉の再生に向け
て取り組んでいくための手法
として、理想的な事例となっ
たのではないかと思う。

知久馬
　�　温泉をどう生かすかという、
長期的な考えがなされていな
いような気がする。すべてに
おいて単発的なものになって
いないか。一過性のものに終
わらず、長期的な計画を将来
的にどう作り上げるか検討し
てほしい。

町長
　�　昭和２年に作られた「三朝
小唄」の中に、合いの手で「は
あ、出雲の帰りにゃまたおい
で、寄らずに帰るは二心」と
いう歌詞が入っている。今、
出雲は出雲大社の遷宮等でに
ぎわっている。昭和２年頃か
ら、出雲の帰りにゃまたおい
でという、出雲との関わりを
しっかりと持っていた三朝温
泉であり、我が町三朝町で
あったと思う。

　�　三朝温泉の活性化について
取り組んでいかなければいけ
ないと思っている。

知久馬
　�　日本海新聞の「海潮音」の
中に、地域にある文化財を生か
すためには、ありきたりの発想

ではだめだろう、古いと思われ
るものに新しい視点から光を当
てると現代でも通用する魅力が
生まれる、とあった。
　�　三朝の温泉、三朝町にとっ
てもこの自然で美しい豊かな
文化財等がたくさんあり、こ
れを生かすべきだと考える。

町長
　�　歴史の中に、とても学んで
いかなければならないことが
多くある。その物語を大切に
していく、そのことによって
町がよみがえっていくであろ
うと思っている。

知久馬二三子議員

観
　
　
光 答 ��開湯８５０年祭を契機に促進

問 ��三朝温泉街の活性化促進対策を図れ

　　みささ議会だより　平成25年（2013）10月⑩



三朝町議会だより

80点の高評価　「見出しに工夫を」「住民登場企画を」

シリーズ　町民インタビュー 　№1

町民まつりで聞いた「三朝町のこんなところが、素晴らしい。」

　「鳥取県町村議会広報研修会」が、さる８月29日（木）、湯梨浜町の水明荘で開催された。
　三朝町議会では、毎年、議会だよりをクリニックしていただくようにしている。議会広報常任委員５名が、
今後の議会だよりづくりに役立てるため、鳥取県下のその他の町村の「議会だより」を参考にしながら研修
に励んだ。

三朝温泉キャラクター
湯けむり怪獣「ミササラドン」

自然の中で、
子育てが出来る。

人付き合いが良い

水が美味しい。

空気が美味い

お米・水が美味い

美人が多い

緑が多い

特産物が多い

人情味がある。

近所づきあい
が良い

役場の方が、
すぐに相談に
乗ってくれる。

人柄が良い。
親切。優しい。

自然が豊か

高齢者が元気

穏やか。
のどか。
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【陳情】　９月定例会の陳情に対する審査結果です。

件　　　名 提　出　者 審査結果 審査意見

少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度
２分の１復元をはかるための、2014年度政府予算に係る意見
書採択を求める陳情

鳥取県教職員組合中部支部 採択
意見書提出

義務教育費国庫負担２
分の１を再度国に要望
する

「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確
保のための意見書採択」に関する陳情 全国森林環境税創設促進議員連盟 採択

意見書提出
森林整備・保全の財源
として有効である

年金2.5％の削減中止を求める陳情 全日本年金者組合鳥取県本部 趣旨採択
将来持続可能な仕組み
を検討すべき（６月議
会と同意見）

消費税増税の凍結を求める陳情 鳥取県消費税廃止各界連絡会 趣旨採択 国の財政を考えると増
税せざるを得ない

中国大会出場
【野球部】
　三朝中学校野球部は、現在部員が僅か11人のチームです。来年、新１年
生が入部しなければ、秋の新人戦は出場できない状況にありますが、「全
員野球　全力プレー」をモットーに頑張っています。
　先日開催された、第５回�全日本少年春季軟式野球大会鳥取県予選会では、
初優勝を果たし、中国大会に出場します。中国大会では与えられたチャン
スを活かして全力でプレーします。伝統ある三朝中野球部がこれからも継
続して活動できるよう、常に“挑戦”し続けます。

ジュニアオリンピック出場
【陸上部】
　陸上部は、１、２年生男女12名で活動しています。部員は他の中学校に比べて少ないですが、一人ひとりが目的を明確に
しながら練習に取り組んでいます。少ない人数ながら、先の新人戦では女子が総合初優勝しました。
　10月下旬には、ジュニアオリンピック大会が横浜で開催され、４人の選手が出場します。
　全国優勝した先輩に続き、自己ベストでしっかり結果が残せるよう頑張りたいと思います。

「10月下旬に横浜で開催されるジュニアオリンピックに出場するメンバーのコメント。」

・ 初めての全国大会で、すごくワクワクしていますが緊張のあまり眠れない夜もあ
ります。大会では５ｍ00㎝以上の記録がだせるよう頑張ります。（１年走幅跳）

・ 小学生時代から４年連続の出場となります。大会では、今まで支えてくださった
方への感謝を忘れず県記録を更新して入賞をめざします。（100ｍ、４×100ｍリ
レー）

・ 週末には高校生の先輩方との厳しい練習をこなしてきました。同級生からは、精
神面などでいい刺激をもらっています。お世話になった方々への恩返しも含めて、
全国の場でベストを尽くし上位入賞めざします。（砲丸投げ）

・ 昨年に続き２年連続で出場となります。大会では迷わず、今まで練習してき
た自分を信じて５ｍ40㎝を目標に上位入賞をめざします。（２年走幅跳）
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